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「本案は、（中略）移植に用いる造血幹細胞の適切な 

提供の推進を図り、もって造血幹細胞移植の円滑かつ 

適正な実施に資するため、造血幹細胞の適切な提供の 

推進に関し、基本理念等を明らかにするとともに、 

講ずべき施策の基本となる事項や、骨髄・末梢血幹細胞 

提供あっせん事業及び臍帯血供給事業について必要な 

規制及び助成等について定めるものであります。 

これにより、移植を希望する患者の方々にとって、 

病気の種類や病状に合った最適な移植が行われると 

ともに生活の質の改善が図られることが期待されます。」 
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